
Section１ 本校における部活動の位置付け

部局活動からの
アプローチ

本校では、理想とする学習者像として、「探究する人」「コミュニケーションができる人」「心を開く人」「挑戦する人」と設定し、
教育活動全体をとおして、本校生徒が理想とする学習者となるよう、指導又は支援することとしています。
部活動等については、生徒が、

・知的好奇心をもとに、自分の活動を決定し、行動すること
・技術を高めたり目標を達成したりするための方法を自ら考え、行動すること
・他者の考えを尊重しながら、効果的に協力し合うこと
・自他の生活をよりよくするために行動すること
・リスクに立ち向かいながらも、アイディアを巡らせながら、目標を達成しようとすること

などの活動により、理想とする学習者像の育成に大きく寄与するものと考え、積極的に取り組んでいるところです。

（４月顧問会議：鈴木発言）



【児童生徒に対するものセクシュアル・ハラスメント】
セクシュアル・ハラスメントを行った場合・・・免職又は停職

【体罰】
体罰を加え、児童生徒を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた場合・・・・・・・免職又は停職

体罰を加え、児童生徒に傷害を負わせた場合・・・・・・・停職又は減給

上記以外の体罰を加えた場合・・・・・・・戒告

【不適切な指導】
客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な指導を行い、
児童生徒を死亡させ、又は重大な傷害を負わせた場合・・・・・・・免職又は停職

客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な指導を行い、
児童生徒に傷害を負わせた場合・・・・・・・停職又は減給

客観的に見て児童生徒に著しい精神的苦痛又は身体的苦痛を与え得る不適切な指導を行い、
児童生徒の人格又は尊厳を害した場合・・・・・・・戒告

【ＳＮＳ等を使用した児童生徒との私的なやり取り】
管理職員の承認を受けることなく、ＳＮＳ、メール、電話等を使用し、
児童生徒と私的なやり取りを行った場合・・・・・・・戒告

注 「ＳＮＳ」とは、インターネット上で提供されるウェブ（Web）サービスを利用して、ユーザーが情報を発信、あるいは相互に
情報のやりとりを可能とする情報伝達媒体

Section２ コンプライアンス遵守の徹底

道の懲戒処分の指針（一部抜粋）



Section２ コンプライアンス遵守の徹底

例：日本バスケットボール協会

例：日本サッカー協会


